
栃木県地域公共交通計画策定の方向性の再整理 資料３-３

本県の関連計画の位置づけも踏まえ、県、市町、交通事業者等のそれぞれの主な役割を以下に示す。

県と市町の役割分担については、市町は域内の生活交通、県は広域的な幹線交通について主に担う
こととし、県、市町等の各主体が連携・協働して公共交通ネットワークを創り守り育てる。

主体 主な役割 具体の役割 出典

栃木県

広域的な公共交通
ネットワークの確保

• 栃木県地域公共交通計画の策定（改定）・推進
• 広域的な幹線交通ネットワークの確保
• 広域的・幹線的な交通に関する施策の実施

• 他県計画
• とちぎ生活交通ネット

ワークガイドライン

公共交通を取り巻く
各主体・各機関と
の連携

• 幹線交通を支えている交通事業者・市町への助言・
運行支援・情報提供の充実

• 各機関の他計画との連携・調整
• 複数の地域関係者（市町・交通事業者等）間の調整
• 補助を含む諸制度の充実・支援

• とちぎ生活交通ネット
ワークガイドライン

• とちぎ公共交通ネット
ワーク形成基本指針

市町

域 内 の 公 共 交 通
ネットワークの確保

• 地域公共交通計画の策定（改定）・推進
• 市町域内の生活交通ネットワークの確保

• 他県計画

地域特性に適応し
た公共交通サービ
スの提供

• 交通事業者や地域住民との連携・協働による地域特
性に適応した効果的・効率的な運行サービスの導入

• 地域関係者との連携や住民への情報提供の充実

• とちぎ生活交通ネット
ワークガイドライン

• とちぎ公共交通ネット
ワーク形成基本指針

国

法制度の整備 • 地域課題等に対応した法制度の整備や財政的支援
の充実

• 他県計画

先進技術開発の推
進

• 自動運転等の先進技術開発の推進 • とちぎ生活交通ネット
ワークガイドライン

交通
事業者

地域ニーズを適切
に把握した安定し
た公共交通サービ
スの提供

• 地域ニーズを把握するための各種データ提供
• 地域のニーズを踏まえた安定した公共交通サービス

の提供
• 利用者に対するわかりやすい情報の提供
• 新たなニーズを喚起する取組の実施

• とちぎ公共交通ネット
ワーク形成基本指針

県民
（学校・
企業等
を含
む）

公共交通を創り守
り育てることにより
地域に根付かせる

• モビリティ・マネジメント（MM）への積極的な参加（積
極的な公共交通の利用により運行本数の増加等に
繋げる）

• 学校・企業等による通勤通学者への公共交通利用
の呼びかけの充実

• 公共交通に関する要望（住民発議の新規路線等）の
提示

• 他県計画

関係者間の役割分担方向性や目標設定のプロセス

昨年度の協議会・地域部会でのご意見や今年度実施した市町アンケート結果を踏まえ、関係者間（県、
市町、事業者等）の役割分担を明確にした上で、県全体の「公共交通の方向性」や「公共交通の目標」
を検討した。方向性や目標の検討に当たっては、公共交通の現状や課題、目標達成のための施策も見
据えた一連の繋がりが確認できるよう整理した。

法制度の整備や先進
技術開発の推進

公共交通を創り守り育てるこ
とにより地域に根付かせる

地域ニーズを適切に
把握した安定した公
共交通サービスの
提供

域内の公共交通ネット
ワークの確保や地域特性
に適応した公共交通サー
ビスの提供

広域的な公共交通ネットワークの確保や公共交
通を取り巻く各主体・各機関との連携

市町

交通
事業者

県民

国

栃木県

みんなで創り守り育てる
公共交通

市町アンケート結果

協議会・地域部会等でのご意見
関係者間の役割分担

公共交通の方向性や
目標設定

各市町で重要度が高いと回答したものは「公益性」「利便性」と回答したものが多く、事業者で重要度が
高いと回答したものは「持続可能性」「公益性」と回答したものが多い。対して、県に求めることの重要度
が高いと回答したものは「他地域とのつながり」「利便性」「公益性」「持続可能性」と回答した市町が多い。

市町や事業者の重要度と県に求めることの重要度を比較すると、回答傾向が異なるため、市町の重要
視していることと県に求めることは異なることがわかる。

協議会・地域部会等でのご意見

会議名称 種別 意見内容

協議会

公共交通の
方向性（案）

• 「方向性(案)」で“将来”という言葉が使われているが、既に困っている方がいるこ
とから“将来”の使用は再考するべきである。５年かかっても実現し得ない目標か
ら、喫緊に取り組むべき目標までが混ざっているため、方向性としての“将来”は
不要である。

• 「計画の実現＝栃木県」の公共交通が良くなることを示したいため、“とち木”の
“木”を強調する必要はない。

公共交通の
目標設定の
考え方

• 課題・方向性・目標は１対１対応で検討するのが難しく、大きな目標を掲げ、小さ
な目標を検討するのはいかがか。

• 目標①～⑤は優先順位であると解釈できるが並びについては要検討事項。「目
標②：移動制約者の移動支援・利用促進」と、「目標③：誰もが利用したくなる公

共交通」は移動制約者についての言及はある内容が被っており、再整理が必要
である。県民に伝えるメッセージを考慮し、優先順位は①～⑤の順で良いのか、
目標については構造・階層を検討し、再整理すべきか等議論の余地がある。

公共交通の
目標

• 目標④の「他分野との連携」について、実施中の自動運転等の新技術の活用に
関するチャレンジが該当すると認識している。交通政策課以外の課との連携が
全て「目標④：他分野との連携」に盛込まれているため再整理が必要である。

• 方向性や目標において、観光に関する記載が非常に少なく、検討する必要があ

る。

• 目標に「住民・県民が何をしていくのか」という視点を入れていただきたい。住民
がどのように公共交通を支えるのか考えることも重要であり、真岡市では“公共
交通サポーター制度”を設けている。

目標達成の
ための施策

• 市町に取組を進めてもらいたいことを計画に記載すべきである。実現の手段とし
て、補助制度を充実させるべきである。

• 公共交通サービスを検討する際に、背景にコンパクト+ネットワークの考えなどが
ある方が良い。

地域部会

公共交通の
目標

• 幹枝葉で運行することを維持するため、沿線の市町や交通事業者との連携が必
要不可欠であり、「目標⑤多様な主体が連携し、共創する公共交通」内の交通事
業者との連携は際立たせても良いと思う。

目標達成の
ための施策

• ICカード導入支援（県統一カード）

• 財政的支援、補助制度の見直し、補助等における資料の簡略化

• 広域路線における他市町との調整・補助 等

市町アンケート結果 ⇒結果詳細は参考資料参照
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【施策2-1】立地適正化計画との連携
・立地適正化計画の策定・推進

【施策2-2】交通結節点の整備
・交通結節点の整備
・交通結節点からの二次交通の充実
・公共交通のバリアフリー化の促進（栃木県鉄道駅
バリアフリー化整備補助制度等）

【施策2-3】適切なサービス水準の確保
・地域公共交通計画の策定・推進
・各種交通モードと連携した運行本数の確保
・地域のニーズを踏まえた運行の効率化

【施策2-4】情報提供・発信
・リアルタイムなバス運行情報の見える化の促進
・県内の主要駅におけるバスの案内表示の統一化、
多言語表記

【施策2-5】観光施策との連携
・MaaSの活用による周遊観光の促進
・シェアサイクルの導入促進

【施策2-6】DXなどの新技術の導入・活用
・交通情報共有基盤の構築/MaaSへ

の展開検討
・交通系ICカード導入・活用の促進
・キャッシュレス導入支援

【施策1-1】広域交通ネットワーク維持・形成
・多様な輸送資源の活用
・広域バスの導入促進や関係者との調整
・新交通等の整備推進支援
・幹・枝・葉での運行に向けた検討

【施策1-2】適切な交通モードの選択
・デマンドバスに頼りすぎな側面もあるため、地域特
性に応じた適切な交通モード選択への助言・指導
（相談窓口、複数自治体での検討等）

・地域共助型生活交通の導入支援

【施策1-3】補助制度の見直し
・栃木県の市町村生活交通路線運行費補助等、補
助制度の見直し

・人にやさしいバス整備事業費補助制度
・人にやさしいユニバーサルデザインタクシー整備
事業費補助金

公共交通の課題 目標達成のための施策

⑤他分野との連携 に関する課題⑤他分野との連携 に関する課題

⑥交通事業者や市町との連携 に関する課題⑥交通事業者や市町との連携 に関する課題

②利便性向上 に関する課題②利便性向上 に関する課題

④移動制約者への対応 に関する課題④移動制約者への対応 に関する課題

①公共交通の持続可能性 に関する課題①公共交通の持続可能性 に関する課題

4-1 運転免許証返納者数の増加による移動
制約者の増加

6-1 きめ細かな公共交通サービスの検討・
提供が困難

4-2 通学時に公共交通を利用しない方に公
共交通を利用してもらう工夫が必要

2-1 公共交通に関する情報の周知不足

6-3 県の支援制度と、市町等が望む支援の
ミスマッチ

2-3 DXなどの新技術（配車アプリやキャッ
シュレス決済）の導入・活用の遅れ

3-1 公共交通サービスと移動ニーズのミス
マッチ

2-2 観光客・来訪者に対する公共交通サー
ビスが不十分

5-1 まちづくりと連動した公共交通の実現

5-2 福祉交通の視点からの位置づけ

県全体の公共交通の方向性

6-2 交通事業者や市町における公共交通に
従事する人材不足の解消

3-2 交通空白地域の解消

• 人口あたりの自家用車保有台数は全国第2位。(課題1-1）
• 乗合バスや鉄道の輸送人員はH21以降横ばいであったが、R2はコロナの

影響により激減。（課題1-2）
• バスによる輸送人員が大きく減少していないにも関わらず、公費負担額が

増加傾向にある。（課題1-3）
• コロナ禍の高齢者における免許返納者数は減少傾向にあるが、令和元年

までは年々増加傾向にあった。（課題4-1）
• 栃木県の通勤通学における公共交通の分担率は低く、自家用車に依存し

ている。（課題4-3）
• 鉄道駅におけるバスへの乗り換え案内表示の内容や手法は駅によって大

きく異なり、公共交通利用者の利便性に影響を及ぼしている可能性があ
る。（課題2-2）

• 栃木県内の総人口に対する公共交通サービス圏域における人口カバー
率は、94.3%となっており、市町バス・デマンドバスにより広くカバーされて
いるが、一方で鉄道・バスサービスのみの人口カバー率は61.4％となって
おり、必ずしも高いとはいえない。（課題3-2）

• 栃木県は、2015年から2020年にかけてのCO₂排出量の削減率が全国で
最も低い。（課題5-3）

地域の
現状分析

※

課
題
の
枠
色
と
目
標
の
枠
色
が
関
連

• 雨天時は、「自転車」の割合が大幅に減少し、「自家用車（家族の送迎）」
の割合が大幅に増加している。（課題4-2）

• 時間の制約や路線がない等の理由から、路線バスを利用できる環境に住
んでいるが、学校への通学に利用していないのは41.6％。（課題4-2）

高校性
アンケート

• 各市町の公共交通施策を進める上での課題として、「県の財政支援が不
足している」「公共交通に従事する人材が不足している」「交通事業者との
調整が難しい」が多かった。（課題6-2、6-3）

R4市町
アンケート

【バス事業者】
• バス事業者の運転士の年齢構成は、50 代の運転士が最も多く、20 代、

30 代の運転士が顕著に少ない。（課題6-2）
【タクシー協会】
• タクシーとデマンド交通の用途の違いを明確化した上でのタクシー事業者

との共存への取組が必要。（課題1-4）
• 利用者から配車アプリやキャッシュレス決済などの利用の要望は多数あ

るが、一部事業者からは対応が難しいとの意見。（課題2-3）
• 県内タクシー事業者の大半はコロナ禍における経営状況の悪化により、

現状維持することで精一杯。（課題6-1）
• タクシー業界全体として慢性的な人材不足と高齢化が目立つ。（課題6-2）

交通
事業者

ヒアリング

• 公共交通の利便性が悪いために地元高校への進学をあきらめた生徒の
事例があり、優秀な人材の確保、流出防止措置としての公共交通のあり
方も視野に入れた検討が必要。（課題3-1）

• 案内教示のデザイン統一やフォントのガイドライン策定等の取組も必要。
（課題2-1）

• 観光の関係機関と連携した利用促進など、利用者増加に向けた取組が必
要。（課題2-2）

• 都市計画と公共交通計画の連携は重要。（課題5-1）
• 福祉交通の観点を計画に盛り込むことは重要な論点。（課題5-2）

協議会・
地域部会
での意見

公共交通の現状

※

現
状
の「
（（●
●
）」と
課
題
の
番
号
が
関
連

• バスの利用を避ける理由は「目的地まで行くバス路線がない」との回答が
最も多い。（課題3-1）

• 宇都宮市や県南地域で、「バスの行先がわからない」という回答も比較的
多く、バスの案内表示のわかりにくさが想定される。（課題2-1）

WEB
アンケート

• 長大路線だが市町を跨がない短距離区間での利用が多い。（課題3-1）バス利用
実態調査

4-3 通勤通学における公共交通の分担率が
低い

5-3 CO2排出量の抑制

栃木県地域公共交通計画策定の方向性の再整理

栃木県における公共交通の目標設定

県

市県

市県

市県

市県

市県

市県

県

③利用促進 に関する課題③利用促進 に関する課題

市県

みんなで一緒に
「つくり」・「まもり」・「そだてる」

とちぎの未来に繋げる公共交通

• 「幹・枝・葉※１」の運行により、維持すべ
き幹線・支線・地域内交通の位置づけを
明確化※２し、みんなで一緒に公共交通を
創り守り育てる。

みんなで一緒に
「つくり」・「まもり」・「そだてる」

とちぎの未来に繋げる公共交通

• 「幹・枝・葉※１」の運行により、維持すべ
き幹線・支線・地域内交通の位置づけを
明確化※２し、みんなで一緒に公共交通を
創り守り育てる。

※1：幹：新幹線、枝：鉄道、バス、葉：コミュニ
ティバス、デマンド交通、タクシー 等

※2：位置づけはネットワーク図で要議論

県の公共交通の目標

目標①：広域的な公共交通ネット
ワークの維持・形成

• 移動ニーズに応じた公共交通サービス提
供を目指し、首都圏を中心とした「県外」と
市町間をつなぐ「県内」の広域的な公共交
通ネットワークの維持・形成する。

【評価指標】
・公共交通の運行本数 等

目標②：まちづくり等と連携した公共
交通サービスの充実

• 立地適正化計画など他計画と連携し、日
常生活や観光等において利用しやすい公
共交通サービスを創出する。

【評価指標】
・立地適正化計画の策定自治体数
・公共交通に関する満足度 等

目標③：各主体が共創した公共交
通の運営維持

• 公共交通を取り巻く公共交通離れなどの
全県的な課題に対し、県・市町・交通事業
者が一体となり県民とともに公共交通を
創り守り育てる。

• 交通事業者・市町の人材不足・財政負担
などの課題に応じた県の支援制度を整備
する。

【評価指標】
・公共交通の収支率
・公共交通への公的資金投入額 等

【施策3-1】モビリティ・マネジメントの推進
・バス・鉄道利用デーの実施
・オフピーク利用の促進、エコ通勤の推進
・のりもの・のりかたガイドブックの作成・配布

【施策3-2】県民による取組の促進
・県民による取組の推進に向けた助言・支援
・住民主体による公共交通運行（清原さきがけ号）
・トリガー方式を活用した路線の開拓
・公共交通サポーター制度の検討

【施策3-3】市町や事業者の取組への支援
・市町職員向け公共交通勉強会の実施
・県内の第三セクター鉄道に対する支援（鉄道網
整備促進事業）

・路線バス等の生活交通の運行支援
・タクシー利便増進の取組に対する支援

【施策3-4】交通関係機関同士の連携
・沿線や地域の事業者・市町・県による定期的な意
見交換の実施（地域部会や協議会の継続）

・「とちぎの公共交通」の作成・公表

【施策3-5】新技術の導入・活用
・無人自動運転移動サービス導入検証事業（ABC
プロジェクト）の推進やAIデマンド交通等の新たな
公共交通システムの導入促進

・GX等、他部署で所管する取組との連携

県

県

市県

市県

市県

1-1 クルマ社会の進展による公共交通離れ

1-2 コロナ禍による公共交通利用者の減少

1-3 公共交通への公的負担の増加

1-4 複数の輸送モードによる利用者の分散

交

交

交

交

交

交

交

住

住

市 交県 県 市町 交通事業者

【凡例】
施策の役割分担

住 県民

下線：協議会でのご意見


